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告 示 

鳥取県告示第373号 

平成30年鳥取県告示第519号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審

査の申請手続等について）の一部を次のように改正する。 

  令和元年11月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

１～３ 略 

４ 申請の方法 

(１)・(２) 略 

(３) 添付書類 

ア～オ 略 

カ 申請者が個人である場合にあっては、破産者

でないことを証する書類（申請書提出日前３月

以内に発行されたものに限る。） 

 

キ～サ 略 

(４) 略 

５～10 略 

 

１～３ 略 

４ 申請の方法 

(１)・(２) 略 

(３) 添付書類 

ア～オ 略 

カ 申請者が個人である場合にあっては、成年被

後見人、被保佐人又は破産者でないことを証す

る書類（申請書提出日前３月以内に発行された

ものに限る。） 

キ～サ 略 

(４) 略 

５～10 略 

 

                                                    

鳥取県告示第374号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（第54条の２第４項及び第５項において準用する場合及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４項の規定によりその例による場合を

含む。）の規定に基づき、指定介護機関から居宅介護事業及び介護予防・日常生活支援事業を再開した旨の届出が

あったので、生活保護法第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）

の規定により次のとおり告示する。 

  令和元年11月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 居宅介護事業者 

名 称 
主たる事務所の所

在地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 再開年月日 

医療法人同愛会 米子市両三柳1880 ヘルパーステー

ションやわらぎ 

米子市新開四丁目

11－13 

訪問介護 令和元年10月

11日 

２ 介護予防・日常生活支援事業者 

名 称 
主たる事務所の所

在地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 再開年月日 

医療法人同愛会 米子市両三柳1880 指定介護予防訪問

介護事業所ヘルパ

ーステーションや

わらぎ 

米子市新開四丁目

11－13 

第１号訪問事業

による支援に相

当する支援 

令和元年10月

11日 
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鳥取県告示第375号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（第54条の２第４項及び第５項において準用する場合及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４項の規定によりその例による場合を

含む。）の規定に基づき、指定介護機関から居宅介護事業所及び介護予防・日常生活支援事業所の名称及び所在地

を変更した旨の届出があったので、生活保護法第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりそ

の例による場合を含む。）の規定により次のとおり告示する。 

  令和元年11月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 居宅介護事業者 

名 称 
主たる事務所の所

在地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 変更年月日 

医療法人同愛会 米子市両三柳1880 ヘルパーステー

ション博愛 

米子市両三柳1880 訪問介護 令和元年 10

月11日 

２ 介護予防・日常生活支援事業者 

名 称 
主たる事務所の所

在地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 変更年月日 

医療法人同愛会 米子市両三柳1880 ヘルパーステー

ション博愛 

米子市両三柳1880 第１号訪問事業

による支援に相

当する支援 

令和元年 10

月11日 

                                                    

鳥取県告示第376号 

次のように保安林の指定を解除する予定である旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示する。 

  令和元年11月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 解除予定に係る保安林の所在場所 

東伯郡琴浦町大字別宮字暮見谷112の62、112の63 

２ 保安林として指定された目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

                                                    

鳥取県告示第377号 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により告

示する。 

  令和元年11月26日 

鳥取県西部総合事務所長 藤  井  秀  樹 

１ 開発許可の年月日及び番号 

  令和元年10月25日 鳥取県指令第201900195022号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称 

  境港市渡町字平沢 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  米子市和田町3158 
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   江﨑 雅人 


